
令
和
四
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
七
号

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

（
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
に
係
る
届
出
）

第
一
条
　
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の

小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
九
条
第
四
項
の
認
定
（
同
法
第
十
条
第
一

項
の
変
更
又
は
追
加
の
認
定
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
以
外
の
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模

事
業
用
電
気
工
作
物
と
す
る
。

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
の
小
規
模
事
業
用

電
気
工
作
物
既
設
置
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
三
月
二
十
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

別
記
様
式
（
第
２
条
関
係
）
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